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― 重 要 事 項 説 明 書 ― 

当事業所はご契約者に対して、訪問介護・第 1 号訪問事業を提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

１．事業者 

・事業者の名称   株式会社 富永調剤薬局 

・事業者の所在地   岡山市南区築港緑町 1-15-26 

・法 人 種 別   株式会社 

・代 表 者   代表取締役 富永 民雄 

２．事業所の概要 

・事業所の名称   アミューズ富永ヘルパーステーション豊成 

・電 話   086-259-0262 

・F A X 番 号   050-8892-0261 

・住 所   岡山市南区豊成 3-23-25ビューティフルプラザ 101 

・指定事業所番号   第 ３３７０１１７２６３ 号 

・管理者の氏名   本名 緋竜  

３．事業所の実施地域 

岡山市（旧御津町・旧建部町を除く）玉野市、倉敷市（旧真備町・旧船穂町を除く）。 

４．サービス提供時間帯 

① 事業所の営業日  月～金曜（日曜及び国民の祝日・12月３１日～1月 3日を除く） 

② 事業所の営業時間 午前８時３０分～午後１８時００分まで 

③ サービス可能時間 午前８時３０分～午後１８時００分まで 

※ 但しヘルパーが可能な限り時間外も柔軟に対応します。（ご相談ください。） 

５．職員の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．訪問介護・第１号訪問事業の内容 

（1）身体介護 

①食事介助･･･配下膳・食事介助（経口介助）・摂食介助（きざむ・つぶす・とろみをつける

など） 

②入浴介助･･･着脱・入浴前後の健康チェック・入浴介助・洗体・洗髪・整容ケア・水分補給、

浴室・脱衣室の整理整頓  

③排泄介助･･･トイレ・ポータブルトイレ介助・おむつ交換・陰部洗浄、清拭・排泄物の処理 

④清  拭･･･全身、部分清拭 

 資格 常勤 非常勤 

管理者 介護福祉士 1名 ０名 

サービス提供責任者 

訪問事業責任者 

介護福祉士 

実務者研修修了者 

 ２名 

 ０名 

０名 

０名 

訪問介護員 

生活支援訪問介護員 

介護福祉士  ０名 ２０名  

１.２級又は初任者研修修了者 

実務者研修修了者 

生活支援サービス研修 

 ０名  

０名 

 ０名 

４名 

１名 

０名 

 ( 202６年 ５月１日現在) 
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⑤体位変換･･･からだの向きを変える     など 

（2）生活援助 

①買い物･･･日常の買い物（代行買い物であり、同行不可） 

②調 理･･･一般的な調理・配下膳・後片付けのみ 

③掃 除･･･居室内やトイレ・ゴミだし    など 

（3）その他のサービス 

①介護相談･･･介護の方法や介護サービスについての相談を承ります。 

7．利用料金 

要介護、要支援の方で利用料金が異なります。 

※介護保険・第 1号訪問事業の給付の範囲を超えたサービス利用は、全額自己負担になります。 

（1） 利用料(要介護の方) 

要介護１～５の方(1 回当たり) 

【料金表―基本料金】 

 区分内容 提供内容 利用料金 

単位 金額 １割負担 ２割負担 ３割負担 

 

身

体 

身体 01・Ⅱ 20 分未満の身体介護 179単位 1,827円  183円  366円  549円 

身体 1・Ⅱ 20 分以上 30 分未満 268単位 2,736円  274円 548円 821円 

身体 2・Ⅱ 30 分以上 1 時間未満 426単位 4,349円  435円 870円 1,305円 

身体 3・Ⅱ 1 時間以上 1 時間半未満 624単位 6,371円  638円 1,275円 1,912円 

1時間 30分以上 30分増すごとに 90単位 918円 92円 184円 276円 

生

活 

生活 2・Ⅱ 20 分以上 45 分未満 197単位 2,011円 202円  403円 604円 

生活 3・Ⅱ 45 分以上の生活援助 242単位 2,470円  247円  494円  741円 

 

 

 

 

身

体

＋

生

活 

 

身 1 生 1・Ⅱ 

20 分以上 30分未満の身体介

護+ 20分以上 45 分未満の生

活援助 

 

340単位 

 

3,471円 

 

 348円 

 

 695円 

 

1,042円 

 

身 1 生 2・Ⅱ 

20 分以上 30分未満の身体介

護+ 45分以上 70 分未満の生

活援助 

 

411単位 

 

4,196円 

 

 420円 

 

 840円 

 

1,259円 

 

身 2 生 1・Ⅱ 

30 分以上 1 時間未満の身体

介護+ 20 分以上 45分未満の

生活援助 

 

497単位 

 

5,074円 

 

 508円 

 

1,015円 

 

1,523円 

 

身 2 生 2・Ⅱ 

30 分以上 1 時間未満の身体

介護+ 45 分以上 70分未満の

生活援助 

 

569単位 

 

5,809円 

 

 581円 

 

1,162円 

 

1,743円 

身 3 生 1・Ⅱ 1 時間半未満の身体介護+ 20

分以上 45 分未満の生活援助 

695単位 7,095円  710円 1,419円 2,129円 

身 3 生 2・Ⅱ 1 時間半未満の身体介護+ 45

分以上 70 分未満の生活援助 

767単位 7,831円  784円 1,567円 2,350円 

特定事業所加算Ⅱ：所定の単位数の１０％増 ※上記の単位数に含まれています。                

※特定事業所加算：介護福祉士等の人材を確保し、質の高いサービスを提供するための体制を構築している事業所を評価する加

算です                                                    
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減算 算定要件 利用料 

（単位数） 

 

 

高齢者虐待防止

措置未実施減算 

虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合。 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に

開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

・虐待の防止のための指針を整備すること。 

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

所 定 単 位

数の 100分

の 1に相当

す る 単 位

数を減算 

 

 

同一建物減算 3 

正当な理由なく、事業所において、前６月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のう

ち、当該事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当

該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者（指定訪問介護事業所におけ

る１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に 50 人 

以上居住する建物に居住する利用者を除く。）に提供されたものの占める割合が 100 分の

90 以上である場合 

１回につき

所定単位の 

100 分の 88

に相当する

単位数を算

定 

※同一建物減算 3 は令和 6年 11月 1 日より適用されます。 

※夜間（18:00～22:00）又は早朝（6:00～8:00）の場合  上記単位数の 25％増し  

※深夜（22:00～6:00）の場合 上記単位数の 50％増し 

※上記単位数に、処遇改善加算（Ⅰロ）２８．７％が加算されます。 

※上表の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス計画書 （ケアプラン）に定

められた目安時間を基準とします。 

※やむをえない事情で、且つお客様の同意を得て、2 人で訪問した場合は、2人分の料金をいただきます。 

 

（2）利用料(要支援の方) 

【料金表―基本料金】 

介護予防訪問サービス 単位(月) 月額利用料金 

金額 1割負担 2割負担 3割負担 

週１回程度 1,176単位 12,006 円 約 1,201 円 約 2,402 円 約 3,603 円 

週 2回程度 2,349単位 23,983 円 約 2,398 円 約 4,796 円 約 7,194 円 

週２回を超える程度 3,727単位 38,052 円 約 3,805 円 約 7,610 円 約 11,415円 

※上記単位数に、処遇改善加算（Ⅰロ）２８．７％が加算されます。 

 

支援訪問サービス 単位(月) 月額利用料金 

金額 1割負担 2割負担 3割負担 

週１回程度 862単位 8,801円 約 880円 約 1,760 円 約 2,640 円 

週 2回程度 1,721単位 17,571 円 約 1,758 円 約 3,516 円 約 5,274 円 

週２回を超える程度 2,722単位 27,791 円 約 2,779 円 約 5,558 円 約 8,337 円 

※サービス提供評価加算 10 単位（1回） 

※上級資格責任者配置加算Ⅰ（月）86 単位 

※上級資格責任者配置加算Ⅱ（月）171 単位 

※上級資格責任者配置加算Ⅲ（月）271 単位 

※上記単位数に、処遇改善加算（Ⅰロ）２８．７％が加算されます。 
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※要介護・支援の方共通で以下の加算対象となるサービスを行った場合は、以下の金額が加 

算されます 

 単位数 料金 利用者負担額 

介護報酬 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

初回加算 新規に訪問介護計画を作成し、

責任者 がサービス実施・ 同

行した場合（初回 のみ） 

 

200単位 

 

2,042円 

 

205円 

 

 409円 

 

613円 

緊急時訪問介護加算 ※居宅サービス計画に位置づ

けられて いない身体介護を利

用者又はその家 族等から要請

を受けてから２４時間以 内に

行った場合 

 

 

100単位 

 

 

1.021円 

 

 

 103円 

 

 

205円 

 

 

307円 

 

ご利用料金は、単位数合計に地域単価(10．21 円)を掛けた金額になり、利用者の負担分については、 

自己負担割合証に記載されている割合分が、利用者の負担割合となります。 

 

（３） 水道光熱費・料金のお支払い等について 

① 利用者の住まいで、サービスを提供する為に使用する、水道、ガス、電気等の費用は、利用

者のご負担になります。 

② 料金のお支払方法 

毎月下旬頃までに前月分の請求をいたしますので、翌々月末日までに、お支払いください。

お支払いいただきますと、領収書を発行します。 

お支払方法は、口座引き落とし、振り込み（手数料自己負担）の 2 通りの中からご契約の

際に選べます。 

※やむを得ない場合のみ現金集金いたします。 

ケアプランの内容に基づき、提供するサービスについて同意書を頂く場合がございます。 

③ 岡山市以外にお住まいの方は、別途交通費３０円／㎞発生する場合がございます。 

 

（３）キャンセル料について 

 

サービスの日時変更、時間の短縮、キャンセル等をご希望の際には、サービス利用日の前

営業日までにご連絡ください。それ以降のご連絡、或いはご連絡なくキャンセルされた場

合には、キャンセル料の請求をさせて頂きます。 

 

サービス利用日の前営業日の営業時間終了まで

にご連絡をいただいた場合 

(営業時間午前 8:00～午後 6:00 迄) 

 

・キャンセル料は不要 

サービス利用日の前営業日の営業時間終了以降

にご連絡を頂いた場合、又はご連絡がなかった

場合 

・予定されているサービス料金の全額 

(消費税が別途かかります) 

※但し、急な様態の変化や緊急や無得ない事情がある場合は、キャンセル料の請求は致しません。 

 

 



                                                       
                                            K003-202606 V.004 

   

８．サービスの利用方法 

（1）サービスの利用開始 

契約後、サービスの提供を開始します。 

（2）サービスの終了 

①利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の 5日前までに文書又は口頭でお申し出下さい。 

②当社の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむをえない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がござい

ます。その場合は、約 1ヵ月前までに文書で通知いたします。 

③自動終了 

以下の場合は、双方の通知が無くても自動的にサービスを終了いたします。 

・ ご利用者が介護保険施設に入所した場合 

・ 介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定

された場合 

※ この場合条件を変更して再度契約することができます。 

・ 利用者がお亡くなりになった場合 

④その他  

・ 当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家

族などに対して社会概念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、利用

者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。 

・ 利用者が、サービス利用料金の支払いを 3ヵ月以上延滞し、料金を支払うよう催告したに

も関わらず 1ヵ月以内に支払わない場合、又は利用者やご家族などが当社や当社のサービ

ス従事者に対して本契約を継続が難しいほどの背信行為をおこなった場合は、文書で通知

することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。 

・ 暴風警報の発令など、不可抗力によりサービス提供を行えない場合があります。その場合

は、事業所から利用者に予めご連絡をします。 

 

９．記録の整備・閲覧 

訪問介護事業所は、甲に対するサービスの提供に際して、作成した書類、記録を完了日より

5年間保存します。 

 

１０．訪問介護サービス・第 1号訪問事業の特徴（運営の方針） 

（１） 事業所の指定訪問介護の従業者は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有

する能力に応じ営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる

援助を行う。 

（２） 事業所の第 1号訪問事業の従業者は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支

援状態等の維持若しくは改善を図り、又は要介護の状態となることを予防し、自立した日常生

活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うこ

とにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目

指すために必要な援助を行う。 

（３） 事業の実施にあたっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連

携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

（４） 事業所は、自らその提供する事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 
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１１．緊急時の対応方法 

・緊急時の対応方法 

サービス提供中に、ご利用者様に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、

速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、ご利用

者様が予め指定する連絡先にも連絡します。 

緊 急 連 絡 先  （086）259-0262 事務所 

  事業所対応時間：9：00～18：00 

 

１２．苦情対応体制について 

・訪問介護・第 1号訪問事業の苦情に対応する窓口を設置し、迅速かつ適切に対応します。 

（常設の窓口及び担当者） 

   常設窓口： 岡山市南区豊成 3-23-25ビューティフルプラザ 101 

アミューズ富永ヘルパーステーション豊成 

電話（086）259-0262 

担当者：本名 緋竜 

・苦情を申し立てることにより利用者が不利益を受けることはありません。 

〇公的な苦情申立て窓口として以下に窓口が設置されています。 

岡山市保険福祉局 介護保険課          (０８６)８０３－１２４０ 

玉野市長寿介護課               (０８６３)３２－５５３４ 

倉敷市介護保険課               (０８６)４２６－３３４３ 

岡山県国民健康保険団体連合会      (０８６)２２３－８８１１ 

岡山市保険福祉局 事業者指導課     (０８６)２１２－１０１２ 

※ 苦情を申し立てる時には、上記のいずれかにお電話ください。 

 

 

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

 

事業所又は施設名 アミューズ富永ヘルパーステーション豊成 

申請するサービス種類 指定訪問介護 

介護予防訪問サービス 

 

措 置 の 概 要 

1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置 

・相談、苦情に対する常設の窓口を、事業所のサービス提供責任者が担当する。なお 

担当者が不在でも、基本的な事項は他の職員が誰でも対応できるように研修し、相 

談及び苦情の内容を担当者に引き継ぐようにする。 

主治医 
主治医氏名  

連絡先  

ご家族 
氏名  

連絡先  
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電話番号 086-259-0262 

FAX 050-8892-0261 

担当者 本名 緋竜 

対応時間 月～金曜日は 9：00～18：00まで 

  公的な苦情の申し立て窓口として 

岡山市保険福祉局 介護保険課          (０８６)８０３－１２４０ 

玉野市長寿介護課               (０８６３)３２－５５３４ 

倉敷市介護保険課               (０８６)４２６－３３４３ 

岡山県国民健康保険団体連合会      (０８６)２２３－８８１１ 

岡山市保険福祉局 事業者指導課     (０８６)２１２－１０１２ 

 

2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制･手順 

・ 苦情があった場合、担当の職員が利用者（家族）に直ちに連絡を取り、事実を確

認する。必要があれば利用者宅を訪問する。 

・ 苦情がサービス提供に関するものであれば、担当の訪問介護員に連絡し事情を確

認する。 

・ 管理者に報告し、相談しながら対応を迅速にし、苦情内容を居宅へ報告し苦情処

理の方向性を伝える。 

・ いずれの場合も、苦情を受け付けた翌日までに対応の具体的な方針を定め､苦情担

当者が利用者（家族）に説明する。 

・ その後サービス開始後､利用者に連絡を取り問題点が改善されたか経過観察する。 

・ 苦情の記録は台帳に保管し､再発の防止に役立てる。 

・ 苦情の記録は契約終結後、5年間保存します。 

・  

3 その他参考事項  

・ サービスの質向上を図るための研修会を設け､業務体制を整備するうえで想定さ

れる苦情をリスト化して、対応方法をマニュアルにまとめる。 

 

１３．身分を証する書類の携行 

介護職員は、常に身分証明書を携行し、初回訪問時及び利用者や家族から提示を求められ

た時は、いつでも証明書を提示いたします。 

 

１４．事故発生時の対応・賠償責任について 

① 事業所は、利用者に対するサービスの提供にあたって、事故が発生した場合には、速や

かに利用者の家族・主治医及び各市町村関係窓口等に連絡を行うとともに必要な措置

をとります。 

② 事業所は、利用者に対するサービスの提供にあたって、事業者の帰すべき事由により、

利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、速やかに利用者に対して、そ

の損害を賠償します。 
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１５．秘密保持と個人情報保護について 

 

 

 

 

 

① 利用者及びその家族に関する秘密

の保持について 

②  事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に

関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係

事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。  

③  事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）

は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族

の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。  

④ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終

了した後においても継続します。 

⑤   事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者

でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、

従業者との雇用契約の内容とします。 

 

 

 

 

 

 

②個人情報の保護について 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービ

ス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。ま

た、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得

ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を

用いません。  

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる

記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、

善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者

への漏洩を防止するものとします。  

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてそ

の内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加ま

たは削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的

の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際

して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)  

１６．虐待防止の為の措置に関する事項 

①利用者の虐待防止のため、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、従業者に

対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。 

②事業者は、当該事業所の従業者又は養護者(日常的に世話をしている家族、親族、同居人など利

用者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを

市町村に報告する。また、利用者に対する虐待の早期発見のため、行政が行う調査等に協力する。 

③事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講

じます。 

④虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 （役職）管理者（氏名）本名 緋竜 

⑤虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹

底を図っています。 

⑥虐待防止のための指針の整備をしています。 

⑦従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修（年 1回以上）を実施しています。 
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１７. 業務継続計画の策定等 

① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該

業 務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

します。 

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１８. 衛生管理等 

(1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６

ヵ月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１９. 身体拘束等の原則禁止 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそ

れがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えら

れるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最

小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様

等についての記録を行い、記録は完結の日より 5年間保管します。 

 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1）緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に

危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（2）非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及

ぶことを防止することができない場合に限ります。 

（3）一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなっ

た場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

２０．成年後見制度の活用支援 

事業者は，利用者と適正な契約手続等を行うため，必要に応じ，成年後見制度の利用方法

や関係機関の紹介など，成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。 

   

２１．時間外・休日の対応と連絡方法 

営業時間外や休日であっても、緊急に連絡を必要とする場合は、事業所の電話番号にお電

話ください。責任者に自動的に転送になります。運転中などで、電話に出られないことも

ありますがメッセージを吹き込むことが出来ますので、お名前と連絡先を伝言ください。

折り返しご連絡させていただきます｡ 
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２２．介護サービス情報の公表 

・「平成 18年度岡山県介護サービス情報の公表制度」の施行に基き下記に公表いたしました。 

    公表内容  「基本情報」「調査情報」 

    公表場所  介護サービス情報公開センター ホームページ 

    URL http://www.espa-shiencenter.org/contents/seido.html 岡山県長寿社会対策課 

23．提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実施の有無   無 実施した評価機関の名称     ― 

実施した直近の年

月日 

  ― 評価結果の開示状況     ― 

訪問介護・第 1 号訪問事業の提供にあたり、利用者に対して契約書および重要事項の説明およ

び個人情報に関する説明を行いました。 

 

令和  年   月   日 

事業者  株式会社  富永調剤薬局 

代表者  代表取締役 富永 民雄 

所在地  岡山市南区豊成 3-23-25ビューティフルプラザ 101 

名 称  アミューズ富永ヘルパーステーション豊成 印 

電 話  ０８６－２５９－０２６２ 

介護保険事業所番号  第 ３３７０１１７２６３ 号 

説明者     本名 緋竜         

 

私は、契約書及び本書面により事業者から訪問介護・第１号訪問事業についての重要事項の説

明、個人情報に関する説明を受け、同意しました。 

 

利用者  

住所                           

 

         氏名                         印  

 

代理人 

   住所                           

 

         氏名                         印  

         本人との関係（            ） 

 

ご家族 

住所                           

 

         氏名                         印  

         本人との関係（             ） 

http://www.espa-shiencenter.org/contents/seido.html

